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（１）審議概観

第173回国会において本委員会に付託され

た法律案は、内閣提出３件であり、いずれも

可決した。

また、本委員会付託の請願15種類77件のう

ち、２種類19件を採択した。

〔法律案の審査〕

裁判官の報酬等に関する法律等の一部を

改正する法律案及び検察官の俸給等に関す

る法律等の一部を改正する法律案は、一般

の政府職員の給与の改定に伴い、これに準じ

て裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額

の引下げ等を行おうとするものであり、裁判官

の育児休業に関する法律の一部を改正する

法律案は、裁判官の育児休業について、配

偶者が育児休業をしている場合にもこれをで

きるようにする等の改正を行おうとするもので

ある。委員会においては、３法律案を一括し

て議題とし、裁判官の報酬及び検察官の俸給

を一般の政府職員の給与改定に準じて改定

する趣旨及び合理性、男性裁判官の育児休

業取得の現状と環境整備の必要性、司法制

度改革についての法務大臣の所見等につい

て質疑が行われ、討論の後、裁判官報酬法

改正案及び検察官俸給法改正案はそれぞれ

多数をもって、裁判官育休法改正案は全会一

致をもって可決された。

〔国政調査等〕

11月12日、改正後の国籍法の施行状況に

関する件について政府参考人から報告を聴

いた。

11月19日、法務及び司法行政等に関する

質疑を行い、えん罪の発生原因に関する法務

大臣の認識、取調べ全面可視化の必要性、

司法試験合格者目標数に対する法務大臣の

認識、法制審議会への公訴時効に関する法

務大臣の諮問、死刑執行日の事前告知制度

導入の可否、サービサー法の改廃の必要性、

民事法律扶助事業関係予算確保の必要性、

女子差別撤廃条約批准の必要性、夫婦別姓

など家族法改正の必要性等が取り上げられ

た。



（２）委員会経過

○平成21年11月12日(木)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

法務及び司法行政等に関する調査を行うこと

を決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

改正後の国籍法の施行状況に関する件につい

て政府参考人から報告を聴いた。

○平成21年11月19日(木)（第２回）

えん罪の防止に関する件、取調べの全面可視

化に関する件、司法試験合格者目標数に関す

る件、公訴時効の見直しに関する件、死刑制

度に関する件、民事法律扶助事業に対する予

算に関する件、女子差別撤廃条約の批准に関

する件等について千葉法務大臣及び西村外務

大臣政務官に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

松岡徹君（民主）、前川清成君（民主）、

森まさこ君（自民）、丸山和也君（自民）、

木庭健太郎君（公明）、仁比聡平君（共産）

○平成21年11月27日(金)（第３回）

裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正

する法律案（閣法第４号）（衆議院送付）

検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正

する法律案（閣法第５号）（衆議院送付）

裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正

する法律案（閣法第６号）（衆議院送付）

以上３案について千葉法務大臣から趣旨説明

を聴き、同大臣及び最高裁判所当局に対し質

疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

木庭健太郎君（公明）、仁比聡平君（共産）

（閣法第４号）

賛成会派 民主、公明、社民

反対会派 共産

欠席会派 自民、無

（閣法第５号）

賛成会派 民主、公明、社民

反対会派 共産

欠席会派 自民、無

（閣法第６号）

賛成会派 民主、公明、共産、社民

反対会派 なし

欠席会派 自民、無

○平成21年12月３日(木)（第４回）

請願第494号外18件は、採択すべきものにし

て、内閣に送付するを要するものと審査決定

し、第１号外57件を審査した。

法務及び司法行政等に関する調査の継続調査

要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


